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全体的な状況 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 

１ 総括  

２ 重点項目に対する主な取り組み  

（１）市民の健康と福祉の向上 

（２）次世代育成支援、地球環境の保全と社会環境の整備発展 

（３）地域貢献 

（４）教育力・研究力の強化と運営基盤整備 

３ 目標に対して未達成の取り組みと今後の対応  

４ 認証評価機関の評価  

（全体の結果と指摘事項を記載） 



項目別評価 

Ⅰ 第１ 教育に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

おおむね計画

どおり実施 

おおむね計画

どおり実施 

おおむね計画

どおり実施 
計画どおり実施 計画どおり実施

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

（数値目標の推移をグラフや表で示し、コメントを付記） 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【認証評価における指摘事項への対応状況】 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に

関する目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置

第１ 教育に関する目標 第１ 教育に関する目標を達成するための措置

教育は、学部・大学院を問わず、大

学が社会や学生・大学院生に対して

果たす最優先の責務であり、その強

化に取り組む。そして、あらゆる機会

を通じて幅広い視野と教養、「共生」

の精神、豊かな創造性を身につけた

人材を育成する。また、高度な知識と

技術を身につけ、目的意識と主体性

を持って、地域社会及び国際社会に

貢献することができる人材を育成す

る。 

１ 教育の内容及び教育の成果に関

する目標 
１ 教育の内容及び教育の成果に関する目標を達成するための措置

(1) 学士課程 (1) 学士課程

ア 入学者選抜においては、十分な

基礎学力を備えていることを重視

し、勉学への強い意欲を持ち、将

来、豊かな人間性を涵養し、地域や

社会で活躍できる適性を持った多

様な人材を確保する。 

(ｱ) 大学及び学部の教育理念・目的に即した優

れた志願者を募るため、大学全体及び各学部

の入学者受入方針（アドミッション・ポリシ

ー）のさらなる明確化と社会への周知を行う。

<1> 

24年度 25年度～

検討 実施 

27  

(ｲ) 出願状況や入学者の追跡調査等のきめ細か

な分析を行い、入試方法を点検・改善するとと

もに、入試広報を充実する。<2> 

24年度 25年度～

検討 実施 

29 

[1]

イ 教養教育では社会の一員として

自己のあり方を認識し、社会全体

の幸福の実現に向けて貢献できる

ような人間形成を図る。 

また、総合大学の特性を活かし

た全学的学際的な教育体制を構築

(ｱ) 大学教育の基礎をなす一般教養を涵養する

教育を充実するため、各学部・研究科の特性を

活かした学際的な体制のもとで、現代的課題

等に対応する体系的なカリキュラム再編を行

い、その導入効果の検証をもとに科目構成等

を改善していく。<3> 

24年度～ 

実施 

28 年度以前に計画を達成した

事項は達成年度を記入する。 

29 年度に実施した事項は、計画

を達成した場合は「29」と年度

計画の通し番号を、未達成の場

合は「△」と年度計画の通し番

号を記入する。



することで、大学教育の基礎とな

る重要な課程である教養教育を体

系化し強化する。 

(ｲ) 専門教育に対応できる基礎学力の修得をめ

ざして、基礎科目の開講科目の見直しを行う

ほか、リメディアル（補修）教育を充実する。

<4> 

24年度～ 

実施 

(ｳ) 質の高いコミュニケーション能力の修得を

めざして、自らの考えを正確に伝える表現力

を身につける科目など、コミュニケーション

能力の向上に資する教育を導入する。<5> 

24年度～ 26年度～

検討 実施 

(ｴ) 学生の語学力向上を図るため、学生の英語

力調査を定期的に実施し、調査結果に基づい

て英語教育の在り方の点検・見直しを行うな

ど、語学力教育体制を強化する。<6> 

24年度～ 

実施 

(ｵ) 情報通信技術（ICT）を活用した講義情報の

提供など、学習効果を高める教育方法を導入

する。<7> 

24年度～ 26年度～

検討 実施 

ウ 専門教育では、各学部が掲げる

教育目的を達成するために、教育

内容のさらなる体系化と充実を図

り、それぞれの分野で活躍し、地域

や社会に貢献しうる人材を育成す

る。 

(ｱ) 各学部の教育内容をさらに体系化するた

め、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシ

ー）を明確にし、教育プログラム策定による専

門性・学際性を育む教育を実施するとともに、

学部専門教育における到達水準を明確にし、

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を策定・

公表する。<8> 

24年度 25年度～

検討 実施 

26  

(ｲ) 第一期中期計画期間に導入したGPA（単位当

たりの成績評価制度）を学生に対する個別の

学修指導に活用することにより教育の質を確

保する。<9> 

24年度 25年度～

検討 実施 

(ｳ) 問題解決型授業（PBL）、少人数対話型授業

（SGD）のさらなる充実等により、課題探究・

解決能力を備えた創造性豊かな人材を育成す

るための教育を行う。<10> 

24年度～ 

実施 

(ｴ) 学部・学科の枠を越えた共通科目、単位互換

などによる、幅広い知識を修得できる仕組み

を充実する。<11> 

24年度 25年度～

検討 実施 



(ｵ) 外国人教師の参画などにより、専門教育に

おける英語教育を充実する。<12> 

24年度 25年度～

検討 実施 

(ｶ)  医学部では、医学教育モデルコア・カリキュ

ラムの改訂に沿って専門教育カリキュラムの

改訂・充実を行うほか、コミュニケーション

力・プレゼンテーション力の育成をめざした

教育や、医学英語を含めた英語教育カリキュ

ラムを充実させる。また、交流協定締結大学へ

の臨床実習留学を活性化し、国際的に活躍で

きる医師を育成するほか、MD-PhDコース※の

評価とさらなる活性化により基礎医学研究者

を育成するとともに、地域枠推薦入学者の基

礎自主研修や卒後研修を含めた地域医療に関

する教育プログラムの強化や、進路追跡と評

価を行うことにより地域医療に貢献する人材

を育成する。 

※MD-PhDコース：医学研究を志向する医学部学生

に対し、早期に研究の機会を与えることによって、

医学・医療の急速な進歩と社会情勢の変化に対応

できる若手医学研究者を養成することを目的とし

たコース。学士課程の前期（学士課程1年次～3年次

終了までにコースに入る）と、大学院博士課程の後

期（臨床研修2年目から入学）に分かれ、博士課程

3年次に研究成果を学位論文にまとめて審査を受

け、早期修了し、学位を得ることが可能。<13>

24年度～ 

実施 

(ｷ) 薬学部では、薬学領域において必要とされ

る教育内容の変化並びに社会及び地域的な人

材育成に関する要請に対応して、専門教育の

カリキュラムの見直しや指導薬剤師の再教育

などの教育研究体制の見直しを行い、薬剤師

実務実習の重視による地域医療に密着した専

門性の高い薬剤師の育成及び基礎から応用ま

での広範な薬学専門教育の実施による創薬生

命科学領域で活躍できる研究開発者の育成を

行う。<14> 

24年度～ 

実施 



(ｸ)  経済学部では、3学科（公共政策学科、マネ

ジメントシステム学科、会計ファイナンス学

科）の特性を引き出すために、各学科におい

て、理論教育を体系化するとともに、学生の進

路選択に有効となる実務教育を強化し、経済、

経営上の諸問題に柔軟かつ的確に対応できる

人材を育成する。また、特任教授を実務経験者

（官庁、企業、諸団体）から招へいして、講義

に加えてゼミを担当させることによって、学

生の現実理解、進路選択に役立つようにする。

<15> 

24年度～ 

実施 

(ｹ) 人文社会学部では、教育目的をより明確化

し、現代的な課題への対応を強化するため、Ｅ

ＳＤ※理念の一つの具体化として「持続可能

な地域社会と地球社会をつくる教育」に向け

て学部教育の再編成を行い、生涯発達の支援・

次世代育成に取り組む人材、地域社会の発展

や協働・福祉に貢献する人材、文化多様性を尊

重しながらグローバルに活躍する人材を育成

する。また、学部教育再編成の成果・問題点に

ついての検証を行う。 

※ Ｅ Ｓ Ｄ （ Education for Sustainable 

Development）は通常、「持続可能な開発のための教

育」と訳され、エコロジカルな環境的持続可能性、

経済的持続可能性、社会的持続可能性の３つの要

素を対象とする教育であると説明されている。人

文社会学部におけるESDは、社会的・文化的側面に

重点をおき、「持続可能な地域社会と地球社会をつ

くる教育」として推進する。<16>

24年度～ 

実施 

(ｺ)  芸術工学部では、デザイン業界の変革への

柔軟な対応及び多面的視点からの発想と学際

的な知識・技法の習得を目的としたカリキュ

ラムの基本的内容について体系的な整備を進

め、その確実な修得により、芸術工学分野にお

いて、創造性を発揮し、社会における諸問題の

解決に的確な対処をするための、優れた人間

性、豊かな感性、高い技術力を備えた人材を育

成する。また、学科再編の教育成果について、

在学生や卒業生を対象とした検証方法の構築

を行う。<17> 

24年度～ 

実施 



(ｻ) 看護学部では、保健師教育の選択化に伴い、

看護師教育課程の再編のもとに臨床現場での

判断力・実践力の向上をめざしたカリキュラ

ムと新しい教育方略を導入するとともに、実

習・演習指導環境を整えることによって卒業

時到達水準の質的向上と看護学士課程におけ

るコアとなる看護実践力の強化を図り、新し

い医療・看護へ対応できる基本的能力に加え

て豊かな人間性と高い医療倫理感を持った人

材を育成する。<18> 

24年度～ 

実施 

(2) 大学院課程 (2) 大学院課程

ア 入学者選抜においては、基本的

な専門知識と技術を持ち、高度な

専門性と国内外で活躍する意欲と

適性を備えた、多様な能力や経歴

を有する人材を確保する。 

(ｱ) 研究科の教育理念・目的に即した優れた志

願者を募るため、入学者受入方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）のさらなる明確化と社会への

周知を行う。<19> 

24年度 25年度～

検討 実施 

26  

(ｲ) 適正な定員充足率を維持するため、入学定

員の見直しを検討するとともに、入試方法の

点検・改善を実施する。<20> 

24年度 26年度～

検討 実施 

イ 大学院教育では、大学院生への

研究指導は研究活動の活性化の一

環であるとの認識に基づき、高度

な専門性と学際的視点を備えた研

究者及び職業人を育成する。 

(ｱ) 各研究科の教育内容をさらに体系化するた

め、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシ

ー）を明確にし、教育プログラム策定による専

門性・学際性を育む教育を実施するとともに、

各研究科における到達水準を明確にし、学位

授与方針（ディプロマ・ポリシー）を策定・公

表する。<21> 

24年度 25年度～

検討 実施 

26  

(ｲ) 共同大学院を設置するなど、学内外での大

学院連携を充実する。<22> 

24年度 25年度～

検討 実施 

(ｳ) 社会人のキャリア向上や資格取得などの高

度な学習需要に対応した教育を充実する。

<23> 

24年度 25年度～

検討 実施 



(ｴ) 教育・研究分野の進展等に対応するため、専

攻課程の改廃、開設や規模の見直しを行う。

<24> 

24年度～ 

実施 

(ｵ) 次世代を担う研究者育成のために大学院生

に対し、国際学会発表支援、博士課程研究遂行

協力制度などの支援を実施する。<25> 

24年度～ 

実施 

(ｶ) 医学研究科では、最先端研究の現状の理解

及び目標達成のための戦略を構築する能力の

修得を目的として、国内外の最先端研究者の

招へいによる特別講義やセミナーを開催する

ほか、大学院生の国際学会への参加や海外の

大学・研究機関への長期留学を積極的に進め

るとともに、東海地区６大学との連携や国内

の最先端研究機関との連携大学院や共同研究

を推進することにより、高度な専門性と学際

的視点を備えた研究者を育成する。また、医学

部卒業生を対象としたMD-PhDコースにおいて

は、将来の医学研究科の研究の充実・発展を担

う人材養成を目的として、入学後 3 年間の集

中的かつ高度な教育により早期の成果達成を

めざすほか、継続的に本コースを運用するた

めに、医学部学生に対してのコース説明会、体

験入学等を開催する。<26> 

24年度～ 

実施 

(ｷ) 薬学研究科では、新しい薬学教育制度に対

応し、基礎から臨床までの専門に特化したカ

リキュラムの作成など教育体制（医療機能薬

学専攻の 4 年制課程及び創薬生命科学専攻の

3年制博士後期課程）を構築して、高い臨床研

究能力を有する研究者及び指導的薬剤師並び

に創薬生命科学領域の高度な研究能力を有す

る研究者及び職業人を育成する。また、薬工の

連携によるマテリアルサイエンス領域の高度

専門教育及び研究指導を実施するため名古屋

工業大学との共同大学院を設置する。<27> 

24年度～ 

実施 



(ｸ)  経済学研究科では、学部の専門教育とリン

クさせて、その専門性を高めるため、理論的教

育（学問的スキルのレベルアップ）を体系的に

築くとともに、実務教育（資格教育、社会人の

キャリアアップ）を充実させて、広範で豊かな

知識を備えた社会人や高度な専門知識を有す

る研究者を育成する。特に博士前期課程では、

高度な知識を持つ専門的社会人を育成する。

<28> 

24年度～ 

実施 

(ｹ)  人間文化研究科では、人文社会諸科学の高

度な知識と研究能力を涵養する教育、研究指

導を行い、生涯発達・次世代育成の支援、協働

社会・まちづくり、グローバルな共生など、現

代社会の諸問題について指導的な役割を果た

すことができる専門能力を養成し、社会的活

動を推進する専門的人材や高度専門職業人、

研究者を育成する。<29> 

24年度～ 

実施 

(ｺ)  芸術工学研究科では、学問領域の再編に即

した教育・研究環境の整備、充実を図り、高度

な専門性、感性、技術を身につけ、芸術と工学

の融合の視点を持つ人材を育成する。博士前

期課程では、情報デザイン、産業デザイン、建

築・都市分野における、高度な専門的職業人

を、博士後期課程では、国内外の社会的情勢を

学際的な視野で幅広く俯瞰し 、デザイン活動

の統括管理を行うことができる、産官学分野

の指導者及び芸術工学分野の研究者を育成す

る。<30> 

24年度～ 

実施 

(ｻ) 看護学研究科では、高度実践力の質的担保

を図る教育の実施などにより、高い専門性を

有する看護職者を育成するほか、看護教育者・

看護研究者の積極的育成をめざす。また、特定

看護師（仮称）をめぐる社会的状況等に対応し

ながら専門看護師教育コースを充実させる。

<31> 

24年度～ 

実施 

(ｼ) システム自然科学研究科では、研究領域が

近い複数の教員がユニットを形成し、その中

で大学院生の指導を行う体制を拡充するとと

もに、多様なバックグラウンドを持つ社会人

大学院生の研究能力を向上させるための指導

24年度～ 

実施 



方法の指針を定めることにより、教育の幅を

広めて、指導体制の柔軟性を増大させ、高度な

専門性と応用能力を持つ地域社会及び国際社

会で活躍できる研究者及び職業人を育成す

る。<32> 

２ 教育の実施体制等に関する目標 ２ 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

(1) 教育実施体制 (1) 教育実施体制 

社会的な要請や時代の変化などに

対応して、教員配置、教育支援体制、

カリキュラムなどの教育実施体制に

ついて常に戦略的検証・検討を行い、

その充実・強化に努めることにより、

より適切な体制を確立する。 

ア 教育支援センターの体制整備を進めること

により、大学全体の教育力向上に向けた体系

的で全学的な教育支援体制を構築する。<33>

24年度～ 

実施 

26  

イ 教育体制の点検を実施し、全学的視点に立

った適切な教員配置を行う。<34> 

24年度～ 

実施 

ウ 少子化による学生数の減少や地域の社会的

ニーズなど時代や社会の要請に対応した大学

全体の学部・学科等の再編・見直しを進め、教

育実施体制を充実・強化する。こうした枠組み

の中で、人文社会学部及び芸術工学部の学科

再編を行うほか、大学院システム自然科学研

究科及び自然科学研究教育センターの充実・

強化について、その方策を検討し、方向性を決

定する。<35> 

24年度～ 

実施 

(2) 教育環境 (2) 教育環境 

教育施設について、学生及び教職

員にとって利用しやすい環境整備に

努めるとともに、教育用情報環境を

整備・拡充する。 

ア 教室等の老朽化した教育設備を更新・整備

するとともに、情報通信技術（ICT）を活用し

た新しい教育方法に対応可能な教育用情報環

境を整備・拡充する。<36> 

24年度～ 

実施 

イ 電子図書館機能の強化・充実により、総合情

報センターにおける自学自習環境の整備を図

る。<37> 

24年度～ 

実施 

(3) 教育の質の改善のためのシステム (3) 教育の質の改善のためのシステム 



ア 教育に対する自己点検・評価、学

生による教育評価、外部評価等を

有効に活用するとともに、ファカ

ルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ：教育方法等を改善するための

組織的な研究・研修等の取り組み）

を体系的に実施し、教員の教育能

力の向上を図る。 

ア 教育支援センターを中心として、各種 FD活

動の効果検証を積極的に行い、FD を大学全体

の教育力向上に向けて体系的に実施する。

<38> 

24年度～ 

実施 

イ 新任教員研修など、教育能力の向上に資す

る研修プログラムを整備する。<39> 

24年度～ 

実施 

イ 教務事務体制の整備・強化を行

うとともに、教務事務スタッフの

職能開発を行い、教育支援能力の

向上を図る。 

ウ 教務事務体制の整備・強化につながる事務

体制を構築するとともに、研修等による教務

担当職員の職能開発を行う。<40> 

24年度～ 

実施 

３ 学生への支援に関する目標 ３ 学生への支援に関する目標を達成するための措置

(1) 多様な学生のニーズに応じた学

習支援、就職支援、経済的支援、生

活支援及び心身の健康管理の支援

を充実させる。 

(1) 進路に応じた学習計画・目標など、学生から

の学習相談に適切に対応できる制度を構築す

るなど、学習支援体制を整備する。<41> 

24年度 25年度～

検討 実施 

(2) 学生・院生へのキャリア形成支援・就職支援

を充実するため、就職相談体制等の総合的な

拡充を行う。<42> 

24年度 26年度～

検討 実施 

(3) 学生の意見を反映し、留学生等多様な学生

のニーズに応じた経済的支援・生活支援・健康

相談等の健康管理支援の拡充を行う。<43> 

24年度～ 

実施 

(4) 障がい学生をサポートする制度の導入な

ど、障がい学生に対する学習支援に総合的に

取り組む。<44> 

24年度 25年度～

検討 実施 

(2) 幅広い見識と豊かな人間性を涵

養するため、学内外における学生

の自主的な社会貢献活動を奨励・

支援する。

(5) 学生の自主的な社会貢献活動について、実

態を把握し、これを支援するための制度を検

討・実施する。<45> 

24年度～ 

実施 



Ⅰ 第２ 研究に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

おおむね計画

どおり実施 

おおむね計画

どおり実施 

おおむね計画

どおり実施 
計画どおり実施 計画どおり実施

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に

関する目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置

第２ 研究に関する目標 第２ 研究に関する目標を達成するための措置

教育は、学部・大学院を問わず、大

学が社会や学生・大学院生に対して

果たす最優先の責務であり、その強

化に取り組む。そして、あらゆる機会

を通じて幅広い視野と教養、「共生」

の精神、豊かな創造性を身につけた

人材を育成する。また、高度な知識と

技術を身につけ、目的意識と主体性

を持って、地域社会及び国際社会に

貢献することができる人材を育成す

る。 

１ 研究水準及び研究の成果等に関

する目標 
１ 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

(1) 基礎的、応用的、開発的研究の各

分野において、世界の水準で競争

できる研究活動を推進する。 

(2) 健康の維持増進、次世代育成支

援、地球環境の保全、社会環境の整

備発展等に資する研究に重点的に

取り組み、その成果を市民、地域・

社会へ還元する。 

(1) 世界の水準で競争できる研究活動を推進す

るため、学内外・国内外との横断的・学際的な

協力体制による共同研究や、大学の特性を活

かしたプロジェクト研究等に取り組む。<46>

24年度～ 

実施 

(2) 医学研究科では、神経、がん・循環器疾患、

次世代育成支援など、国の重点課題領域の研

究を推進するとともに、神経再生等の本学独

自の重点的支援研究領域を設定して行うプロ

ジェクト研究課題の公募や、領域間の連携・融

合や基礎研究と臨床研究の橋渡し研究（トラ

ンスレーショナル・リサーチ）の促進などによ

り、研究活動の効果的・効率的な推進及び研究

水準の向上を図る。また、附属病院での高度か

つ先進的な医療の提供に資するため、附属病

院の診療体制の充実と連動した組織の再編を

進める。<47> 

24年度～ 

実施 



(3) 薬学研究科では、創薬生命科学領域及び臨

床薬学領域における研究を一層充実し、質が

高く国際的に評価される研究活動を行うこと

により、人々の健康と福祉の向上に貢献する。

また、薬工連携によるマテリアルサイエンス

領域における高度専門教育を実施し、異分野

融合による研究成果の社会への還元を行う。

<48> 

24年度～ 

実施 

(4) 経済学研究科では、教員の研究成果を地域

レベル及び世界的レベルで発信するととも

に、現実の経済・経営・会計の動きに合わせる

ため、個別研究をすり合わせて行うクラスタ

ー研究（研究テーマ別の共同研究）の充実を図

る。また、研究科全体として東海経済及び日本

経済の活性化に理論形成・政策立案を通じて

貢献することをめざして、プロジェクト研究

（研究成果の地域への還元）を推進する。<49>

24年度～ 

実施 

(5) 人間文化研究科では、人文社会諸科学の基

礎的、先進的研究を進めるとともに、生涯発

達・次世代育成の支援、協働社会・まちづくり、

グローバルな共生などをテーマとした研究を

組織的に展開し、研究者集団としての個性あ

るアイデンティティ形成を進め、学術研究の

成果を国内外へ発信する。<50> 

24年度～ 

実施 

(6) 芸術工学研究科では、デザイン及び建築都

市分野の重点領域研究拠点を活用し、産学官

連携及び地域社会への貢献、並びに、国際水準

の論文及び作品発表を可能とする先端的な研

究を推進する。<51> 

24年度～ 

実施 

(7) 看護学研究科では、臨床で働く看護職者と

の共同研究を推進することにより、臨床の場

に存在する問題点の掘り起こしを図り、その

解決法に向けた科学的研究を推進し、そこで

得られた成果を臨床の場にフィードバックす

ることで、よりよい医療･看護の提供をめざ

す。<52> 

24年度～ 

実施 



(8) システム自然科学研究科では、生物多様性

研究センターの発展・充実や研究科横断的プ

ロジェクトなど研究の重点化を図るととも

に、研究分野のユニット制導入や外部資金の

獲得等による研究高度化のための解析装置導

入に努めることより、世界水準の研究活動を

推進し、総合大学としての理系基盤分野の強

化を図り、その成果の地域・社会への還元に努

める。<53> 

24年度～ 

実施 

２ 研究の実施体制等に関する目標 ２ 研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置

(1) 研究活動の支援体制を整備し、

研究基盤を強化するとともに、外

部資金獲得に全学的に取り組む。

特に社会のニーズが高い研究課題

に対して、引き続き研究費の重点

的配分を行うとともに、全学的支

援体制を構築して取り組む。 

(1) 大型外部資金や大学の特性を活かすプロジ

ェクト研究、科学研究費助成事業等について、

申請に関する説明会等を行い獲得件数の増加

を図るとともに、科学研究費助成事業につい

ては、未申請の教員の比率の低減に取り組む。

<54> 

24年度～ 

実施 

(2) 独創的・先駆的な学術研究や将来発展が期

待できる本学独自の学術研究を支援するた

め、研究費の重点的配分を行う。<55> 

24年度～ 

実施 

(3) 教育研究環境の基盤を強化するため、電子

ジャーナルの充実を図る。<56> 

24年度～ 

実施 

(2) 次世代を担う若手教員・女性教

員の研究支援体制を確立する。

(4) 次世代を担う若手教員及び女性教員が自立

して研究を実施し、より業績を上げ研究者と

してキャリアを形成できるよう、研究費の支

援や研究支援員の配置等の研究環境の整備に

取り組む。<57> 

24年度～ 

実施 



Ⅰ 第３ 社会貢献等に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に

関する目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置

第３ 社会貢献等に関する目標 第３ 社会貢献等に関する目標を達成するための措置

名古屋市立大学の有する資源を活

用し、「地域貢献」や「産学官連携」

を通じて、市民、地域社会、企業等と

協働し、名古屋市の行政課題の解決

を始めとした地域社会の発展に向け

て取り組んでいく。

１ 市民・地域社会への貢献に関す

る目標 
１ 市民・地域社会への貢献に関する目標を達成するための措置

(1) 市民に対する生涯学習の幅広い

展開を図るとともに大学の施設を

提供するなど、大学の財産を市民

及び地域へ還元し、豊かな地域社

会づくりに寄与する。 

(2) 教育・研究活動を通じて地域の

諸課題の解決に協力するなど、地

域と交流・連携したまちづくり活

動に積極的に関わる。 

(1) 市民公開講座等の充実を図り、市民への生

涯学習機会の提供に努めるとともに、全学的

な地域貢献を推進するセンターの設置に取り

組むなど、市民及び地域に対する大学の教育

研究成果の還元を推進する。<58> 

24年度～ 

実施 

(2) 教員のまちづくり活動を促進させるため、

教育・研究成果に関する広報活動の強化や地

域課題の把握・調査などを実施し、地域のニー

ズと大学のシーズのマッチングを図る。<59>

24年度 25年度～

検討 実施 

２ 産学官連携に関する目標 ２ 産学官連携に関する目標を達成するための措置

(1) 行政との協働的な関係を築き、

行政諸課題の解決に向けて、政策

ニーズと適合した提言などを通じ

て、名古屋市を中心とした名古屋

都市圏の発展に寄与する。 

(1) 行政課題に関する研究を促進し、その成果

を研究者プロフィールやウェブサイトなどを

通じて積極的に情報発信していくことで、行

政施策との連携や教員の審議会委員等への就

任を推進する。<60> 

24年度～ 

実施 

(2) 高等学校教育との連携強化をは

じめ、教育委員会との協力関係を

さらに推進する。

(2) 教育委員会との協力関係を推進し、小中高

等学校などへの出前講座の実施や博物館等の

教育関連施設との連携、生涯学習講座・シンポ

ジウムの共同開催などに積極的に取り組む。

<61> 

24年度～ 

実施 



(3) 教育委員会との協働により、大学の教育研

究に触れる機会の提供など、高校生の学習意

欲の向上につながる高大連携事業を実施す

る。<62> 

24年度 25年度～

検討 実施 

(3) 産学官連携を推進し、大学の知

的資産の企業等での活用を図り、

科学技術の進展等に貢献する。 

(4) 科学技術の進展等に貢献するため、研究成

果の公表、知的財産の保護や共同研究などで

の活用、知的財産活動の学内啓発などの産学

官連携活動に取り組む。<63> 

24年度～ 

実施 



Ⅰ 第４ 大学の国際化に関する項目

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に

関する目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置

第４ 大学の国際化に関する目標 第４ 大学の国際化に関する目標を達成するための措置

大学の教育研究機能の国際化を積

極的に推進する。

１ 海外の大学との大学間交流の充

実を図るとともに、学生・教職員に

よる国際交流に対する支援体制を

整備し、国際化をより一層推進す

る。

1 国際交流担当組織の充実化を図るととも

に、国際化推進拠点として「国際交流センター

（仮称）」を設置する。<64> 

24年度 25年度～

検討 実施 

27  

2 教職員・学生の海外派遣及び外国人研究者・

留学生の受入などを積極的に推進するととも

に、新たな留学プログラムの開発や国際シン

ポジウムの開催などに取り組む。<65> 

24年度～ 

実施 

２ 国際感覚豊かな人材を育成する

とともに、国際的な共同研究、支援

活動を推進し、地域の国際化への

寄与や国際社会への貢献を果た

す。

3 教員の国際的活動に対する支援や海外公的

機関などへの学生派遣を奨励し、発展させて

いくために報告会の開催や広報活動の充実化

に取り組む。<66> 

24年度～ 

実施 

4 外国人研究者・留学生と小学校を始めとす

る地域との国際交流を通じて、多文化共生の

推進など地域の国際化に寄与する。<67> 

24年度～ 

実施 



Ⅰ 第５ 附属病院に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に

関する目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置

第５ 附属病院に関する目標 第５ 附属病院に関する目標を達成するための措置

大学の附属病院としての特色ある

医療を通じて、広く地域や社会に貢

献する。

１ 高度かつ先進的で、高い技術を

要する医療に積極的に取り組むと

ともに、質の高い安全安心な開か

れた医療を提供する。

1 少子高齢化、医療技術の進歩、診療報酬体系

の見直し等、医療を取り巻く環境の変化に対

応した診療体制の充実を図る。<68> 

24年度 25年度～

検討 実施 

2 医師を始めとした医療従事者の専門性及び

各チームの特性を活かしながら連携・補完し

合うチーム医療を推進する。<69> 

24年度～ 

実施 

3 大学病院として、先進的な治療、診断技術を

取り入れた医療を推進するとともに、周産期・

小児医療、救急医療を始めとする高度急性期

病院としての機能を強化する。<70> 

24年度～ 

実施 

4 更新計画に基づき、医療機器や病院設備の

更新を進める。<71> 

24年度～ 

実施 

5 医療情報をより活用して、医療安全の強化・

医療の質の向上を図るための環境整備とし

て、次期病院情報システムを導入する。<72>

24年度 26年度～

検討 実施 

6 安全安心な医療を提供するため、さらなる

意識啓発に努める等、医療安全及び院内感染

対策を推進する。<73> 

24年度～ 

実施 



7 医療に関する知識の普及・啓発を図るため、

広報活動を充実させるとともに、診療実績の

開示を推進する。<74> 

24年度～ 

実施 

２ 名古屋市が設置する医療機関を

始め、地域の医療機関等と相互協

力関係を強化し、社会貢献として

の地域医療への支援など、地域住

民の要請に応えられる医療を提供

する。

8 市立の病院との機能分担や人材交流等、医

療面での相互協力関係を強化する。<75> 

24年度～ 

実施 

9 患者さんが、病状に応じて最も適切な医療

を受けられるよう、地域医療連携の一層の推

進を図る。<76> 

24年度～ 

実施 

10 訓練等を定期的に実施するなど、災害拠点

病院として大規模災害に対する体制の維持・

充実を図る。<77> 

24年度～ 

実施 

３ 高い倫理観と優れた技術・見識

を有する医療人を育成する。

11 総合研修センターの体制の充実を図る等、

専門医養成のための後期研修医教育機能を強

化する。<78> 

24年度～ 

実施 

12 優れた技術・知識を持つ医療技術職員を育

成するため、専門資格の取得に必要な教育・研

修体制を整備する。<79> 

24年度 25年度～

検討 実施 

13 周産期医療、新生児医療及び救急医療の充

実を目的として第一期中期計画期間中に設立

した臨床シミュレーションセンターについ

て、研修プログラムの新設等、さらなる充実を

図る。<80> 

24年度～ 

実施 

４ 教育研究機関としての機能を追

求しつつ、病院の経営と運営の改

善を継続することにより、健全で

安定的な運営体制を確保する。

14 医療を取り巻く環境の変化に対応し、安定

的な病院経営を行うため、経営計画を策定し

て経営マネジメントを推進する。<81> 

24年度～ 

実施 



15 患者さんの利便向上のための患者アメニテ

ィ等、病院施設の改善を行う。<82> 

24年度～ 

実施 



Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関

する目標 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる

べき措置

第１ 組織運営の改善に関する目標 第１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

大学の教育研究機能の国際化を積

極的に推進する。

１ 企画立案機能を強化し、理事長

のリーダーシップのもと、社会の

ニーズに迅速、的確かつ弾力的に

対応できる運営体制を確立する。

１ 全学的な企画立案を担当する組織の充実を

図り、各学部・研究科と緊密に連携することに

より、役員会等による全学的な合意形成・意思

決定を機動的に行う。<83> 

24年度～ 

実施 

２ 中期的な人事計画を策定し、法

人業務を効率的かつ安定的に遂行

するために教育研究支援体制を始

めとする必要な職員体制を確立す

るとともに、適正な人員（人件費）

管理を実施する。

2 新たな分野や教育研究支援体制の整備を始

めとする重要課題への対応のための教職員体

制を整備する一方、社会状況の変化等に合わ

せて見直しを行うなど弾力的かつ効率的な人

員配置に努め、人件費についても中期的な人

事計画に基づき、適正な管理を行う。<84> 

24年度～ 

実施 

３ 大学にとって有用な人材を確保

するとともに、人材育成制度を充

実する。とりわけ、法人の自律的な

運営の核となる固有職員の確保と

育成を図る。

3 多様な雇用形態の活用や働き方のニーズへ

の的確な対応等を図ることを通じて、有用な

人材を確保する。<85> 

24年度～ 

実施 

4 採用・昇任試験の的確な実施、他大学・他機

関との人事交流、研修制度の充実などにより、

固有職員の確保と育成を図る。<86> 

24年度～ 

実施 

４ 教職員の大学や社会への貢献を

評価する人事評価システムを的確

に実施し、処遇等への反映に活用

することで、教職員の士気の高揚

や組織の活性化を図り、教育・研究

の充実・強化、地域社会等への貢献

をめざす。

5 教育、研究、診療、社会貢献及び大学管理運

営の各領域における実績に基づく教員の業績

評価及び評価結果の処遇等への反映を的確に

実施するとともに、大学職員の専門性にも着

目した職員に対する新たな評価制度を導入す

る。<87> 

24年度～ 

実施 

第２ 事務等の効率化・合理化に関
する目標

第２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置



事務処理の定期的な点検、情報化

等により、効率化・合理化を推進す

る。

１ 業務改善研修等を通じ職員の意識改革を図

るとともに、定期的な業務点検により、業務の

効率化、システム化を進める。<88> 

24年度～ 

実施 



Ⅲ 財務内容の改善に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

第１ 財務にかかわる基本的考え方
に関する目標 第１ 財務にかかわる基本的考え方に関する目標を達成するための措置

引き続き資金の透明性の確保に努

めるとともに、適切な財務分析に基

づく安定した財務運営の指標と指針

を確立し、健全な法人運営を行うた

めの経営基盤の強化を図る。

１ 財務指標等を活用した財務分析に基づき、

適切な経営改善策を講じることにより、安定

的な法人経営を維持する。<89> 

24年度～ 

実施 

2 引き続き経費の適切な執行の徹底に努め、

資金の透明性を確保する。<90> 

24年度～ 

実施 

第２ 自己財源の確保及び経費の抑
制に関する目標

第２ 自己財源の確保及び経費の抑制に関する目標を達成するため
の措置

１ 法人運営に必要な自己収入の増

加に努める。とりわけ、市民や同窓

生から広く寄附が寄せられるよう

な仕組みづくりに取り組む。

1 授業料等学生納付金及び実習費等に係る学

生自己負担について、受益者負担の観点に立

った見直しの検討を進めるとともに、その他

収入についても同様に見直しを図り、自己収

入比率を向上させる。<91> 

24年度～ 

実施 

2 附属病院の機動的な運営を行い、持続的な

収入の確保に努める。<92> 

24年度～ 

実施 

3 生涯学習講座開催時など様々な機会をとら

えて市民等へ寄附を働きかけるとともに、同

窓会組織の連合体としての協議会を設置し、

同窓会との連携を強化するなど、広く寄附が

寄せられるような仕組みづくりを進める。

<93> 

24年度～ 

実施 

２ 業務の見直しを推進し、経費の

抑制を図る。

4 各種業務委託や機器の借り上げ等について

見直しを行い、質を低下させることなく経費

の抑制を図り、とりわけ、一般管理費について

はその比率の伸びを抑制する。<94> 

24年度～ 

実施 

第３ 資産の運用管理の改善に関す
る目標

第３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置



法人運営の基盤となる土地・施設・

設備等の資産の適正な運用管理のも

と、有効活用を進める。

1 保有資産の現状を正確に把握し、学内の共

同利用を促進するとともに、有償貸付の拡大

や不用資産の売却など、資産の効率的な管理・

運用を行う。<95> 

24年度～ 

実施 



Ⅳ 自己点検・評価、情報の提供等に関する項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅴ 自己点検・評価、情報の提供等に

関する目標 

Ⅳ 自己点検・評価、情報の提供等に関する目標を達成するためにと

るべき措置

第１ 評価の充実に関する目標 第１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

自己点検・評価を充実するととも

に、評価結果を公表し、大学運営の改

善を進める。

1 中期計画・年度計画に係る業務実績の自己

点検・評価において、取組みの成果と課題を明

らかにするとともに、関連する取組みを総括

し、法人全体の活動として捉えた自己評価を

実施する。また、部局単位及び教養教育の自己

点検・評価を計画的に実施するとともに、大学

機関別認証評価を受審するため、教育研究等

の総合的な自己点検・評価を実施する。<96>

24年度～ 

実施 

2 自己点検・評価の結果及び評価結果を踏ま

えた改善策を公表するほか、改善策の取組み

状況を役員会等において継続的かつ定期的に

確認し、公表する。<97> 

24年度～ 

実施 

第２ 広報・情報公開等の推進に関
する目標

第２ 広報・情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

市民や社会に対する説明責任を果

たすとともに、戦略的広報の充実を

進め、大学の持つ魅力を社会へ強く

発信していく。

1 広報担当組織の充実化、職員の広報スキル

の向上を図るための研修の実施などに取り組

む。<98> 

24年度 25年度～

検討 実施 

2 ウェブサイト及び大学広報誌の充実化、プ

レスリリースの強化を重視し、広報分析等に

基づいた戦略的広報に取り組む。<99> 

24年度～ 

実施 

3 機関リポジトリシステム（教員の学術研究

成果物（学術雑誌論文、紀要論文等）を、収集・

蓄積し、インターネットを介して学内外に無

料公開するシステム）を導入、活用することに

より、研究成果の公開を推進する。<100> 

24年度 25年度～

検討 実施 



Ⅴ その他の業務運営に関する重要項目 

自己評価 年度評価結果 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 

【自己評価の根拠】 

【特筆すべき取り組み】 

【未達成又は取り組みが不十分な事項】 

【数値目標の状況】 

【評価委員会からの指摘への対応状況】 

（毎年度の業務実績報告書（平成 29 年度も含む）において指摘事項に対する十分な対応結果が報告されたものについては記載不要） 

【評価委員会からの意見・指摘事項】 



第二期中期目標 第二期中期計画 

計画の実施状況 
評価委員会からの 

実績・成果に関する質問等達成

状況

取り組み実績及び成果の説明 

（未達成又は取り組みが不十分な事項は課題と対応を説明） 

Ⅵ その他の業務運営に関する重要

目標 
Ⅴ その他の業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

第１ 施設設備の整備・活用等に関
する目標 第１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

良好なキャンパス環境を確保する

ため、施設・設備の整備・改修を計画

的に進める。

１ 建物の長寿命化と機能向上及びバリアフリ

ー化を含めたリニューアルを図っていくため

の再生整備のマスタープランを作成する。

<101> 

2 良好な環境を維持するため、更新計画に基

づいて老朽化した主要な設備の更新を順次実

施しつつ、第一期中期計画期間中から進めて

いる滝子及び北千種キャンパスにおける耐震

改修並びに田辺通キャンパスにおける薬学部

校舎等の改築を進める。<102> 

24年度～ 

実施 

第２ 環境配慮、安全管理等に関す
る目標

第２ 環境配慮、安全管理等に関する目標を達成するための措置

１ 名古屋市立大学環境憲章の基本

理念に沿って、環境負荷の低減と

環境保全に努め、教育研究活動を

通じて次世代を育成し、社会に貢

献する。

1 環境政策推進体制を整備するとともに、構

成員に対する啓発活動を実施し、地球温暖化

対策として CO2 発生量の抑制及びエネルギー

消費削減に取り組む。<103> 

2 環境問題への理解を深める教育を学生に対

して行うとともに、環境に関する学術研究を

進める。<104> 

２ 施設管理、学生の安全確保のほ

か、研究機関としての全学的な安

全管理体制を充実するとともに、

防災対策などの危機管理体制を強

化する。

3 職員の安全衛生上の観点にとどまらず、研

究面における安全管理全体を総括するための

組織を事務局に設け、各部局における研究を

支援する体制を整備・強化する。<105> 

26  

4 大規模災害に備えた危機管理等の各種マニ

ュアルを再点検・整備するとともに、講習、訓

練等を実施する。<106> 



３ 学生・教職員その他大学内で働

き学ぶあらゆる構成員に対するす

べてのハラスメントを防止し、そ

の基本的人権を守るための制度の

整備・運用につとめ、学内からあら

ゆる人権侵害を追放する。

5 ハラスメント等の人権侵害の防止につい

て、研修等により学生・教職員の理解を深める

とともに、学内ハラスメント相談員・対策委員

に対する研修・指導等を通じ、相談・防止体制

を充実強化する。<107> 

４ 男女共同参画推進の趣旨を踏ま

え、教育、研究及び労働環境の整備

を進めるとともに、女性教職員の

増加や意思決定・政策立案過程へ

の参画を促進する。

6 教育・研究と出産・育児の両立ができる就業

環境の整備等を通じ、女性教員比率の向上を

めざす。<108> 

7 女性教職員を法人の意思決定・政策立案過

程へ参画できるポストへ積極的に登用する。

<109> 

第３ コンプライアンスの推進に関
する目標

第３ コンプライアンスの推進に関する目標を達成するための措置

倫理規範の遵守と業務の適正な執

行を徹底し、社会的信頼を維持する。

１ 倫理関係諸規程について理解を深め、大学

職員としての職業倫理の浸透を図るため、継

続的に意識啓発を行う。<110> 

2 適正な業務執行の徹底と内部統制機能の強

化を図るため、内部監査を計画的に実施する

とともに、監査結果のフォローアップを行う。

<111> 


